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1. 検診対象者の情報管理

(1) 対象者全員の氏名を記載した名簿※を、住民台帳などに基づいて作成しているか
     ※ 過去の受診者や希望者のみを名簿化するのは不適切である

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ × ○ ○ ○

(2) 対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか
　※ 自治体の広報紙などの配布は不適切である。受診票の送付でも個人名を列記しない世帯分の一括送付は不適切である

× × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × ×

(3) 対象者数（推計でも可）を把握しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2. 受診者の情報管理

(1) 個人別の受診（記録）台帳またはデータベースを作成しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(2) 過去5年間の受診歴を記録しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3. 対象者への説明、及び要精検者への説明

(1) 受診勧奨時に、「検診機関用チェックリスト 1.対象者への説明」が全項目記載された資料を、
　　全員に個別配布しているか※
　   ※ 市区町村が配布していない場合：市区町村があらかじめ確認した資料（全項目が記載されている資料）を委託先の全ての検診機関が
　　　　 配布している場合も可とする

× ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

(2) 要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名（医療機関名）の一覧を提示しているか※
     ※ ここで提示する精密検査機関には、可及的に精密検査結果の報告を義務付けること
     ※ 市区町村が提示していない場合：市区町村があらかじめ確認した資料を、委託先の全ての検診機関が提示している場合も可とする

× × × × × ○ ○ × × ○ × ○ × ○ × ○ ○ × × ×

4. 受診者数・受診率の集計

(1) 受診者数・受診率を集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1-a) 受診者数・受診率を年齢5歳階級別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1-b) 受診者数を検診機関別に集計しているか × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1-c) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか注1 × × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○

5. 要精検率の集計

(1) 要精検率を集計しているか注2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1-a) 要精検率を年齢5歳階級別に集計しているか注2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1-b) 要精検率を検診機関別に集計しているか注2 × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1-c) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか注1,2 × × × ○ × ○ × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ × × ×

6. 精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨

(1) 精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期※を把握しているか
　　※ 「精密検査結果及び最終病理結果・病期」は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(2) 精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期が不明の者については、本人※もしくは精密検査機関への照会等により、
     結果を確認しているか
　　※ 本人に確認する場合は、精密検査受診日・受診機関・精密検査方法・精密検査結果の4つ全てが本人から申告される必要がある

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(3) 個人毎の精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期を、市区町村、検診機関（医療機関）、精密検査機関が共有しているか × ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

(4) 過去5年間の精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期を記録しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(5) 精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義注3に従って区別し、精密検査未受診者を特定しているか × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

(6) 精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7. 精検受診率、がん発見率、早期がん割合、陽性反応適中度の集計

(1) 精検受診率を集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (1-a) 精検受診率を年齢5歳階級別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (1-b) 精検受診率を検診機関別に集計しているか × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (1-c) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか注1 × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ × × ×

  (1-d) 精検未受診率と未把握率を定義注3に従って区別して集計しているか × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

(2) 乳がん発見率を集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (2-a) 乳がん発見率を年齢5歳階級別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (2-b) 乳がん発見率を検診機関別に集計しているか × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (2-c) 乳がん発見率を過去の検診受診歴別に集計しているか注1 × ○ × ○ × ○ × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ × × ×

(3) 早期の乳がん割合（乳がん発見数に対する早期がん数）を集計しているか注4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (3-a) 早期の乳がん割合を年齢5歳階級別に集計しているか注4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (3-b) 早期の乳がん割合を検診機関別に集計しているか注4 × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

   (3-c) 早期の乳がん割合を過去の検診受診歴別に集計しているか注1,4 × ○ × ○ × ○ × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ × × ×

   (3-d) 早期乳がんのうち、非浸潤がん数を区別して集計しているか注4 × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(4) 陽性反応適中度を集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (4-a) 陽性反応適中度を年齢5歳階級別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (4-b) 陽性反応適中度を検診機関別に集計しているか × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○

  (4-c) 陽性反応適中度を過去の検診受診歴別に集計しているか注1 × ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × × × ○ × ○ × × × ×

8. 地域保健・健康増進事業報告

(1)  がん検診結果や精密検査結果の最終報告（地域保健・健康増進事業報告）を行っているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(2) がん検診の結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先（検診機関（医療機関）、医師会など）に
    報告を求めているか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (2-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※
　　　　  ※ 今年度は網羅できている場合：網羅できていない場合には改善を求めるような体制を有しているか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(3) 精密検査結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先（検診機関
   （医療機関）、精密検査機関、医師会など）に報告を求めているか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (3-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※
　　　  ※ 今年度は網羅できている場合：網羅できていない場合には改善を求めるような体制を有しているか

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

9. 検診機関（医療機関）の質の担保

(1) 委託先検診機関（医療機関）を、仕様書の内容に基づいて選定しているか※
     ※ もしくは仕様書の代わりに、自治体（都道府県/市区町村）の実施要綱等の遵守を選定条件としてもよい

○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (1-a) 仕様書（もしくは実施要綱）の内容は、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」注5を満たしているか × ○ ○ ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × ○ × × × ○

  (1-b) 検診終了後に、委託先検診機関（医療機関）で仕様書（もしくは実施要綱）の内容が遵守されたことを確認しているか × ○ ○ × × ○ × × ○ × ○ × ○ × ○ ○ × × × ○

(2) 検診終了後に市区町村全体の精度管理評価と体制改善を行っているか ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × × × × × ○ ○ ○ × ○

  (2-a) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行っているか（自己点検） ○ ○ × × ○ ○ × × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○

  (2-b) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況及びプロセス指標値の評価をふまえて、市区町村全体の課題を抽出しているか ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ × ○ × × ○ × ○ ○ ○ × ○

  (2-c) 抽出した課題について改善策を検討しているか。もしくは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等から改善策の
          フィードバックを受けているか

○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ × ○

  (2-d) 改善策の実行に努めているか ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○ × × × ○ × ○ ○ ○ × ○

(3) 検診終了後に委託先検診機関（医療機関）の精度管理評価を行っているか※
     ※ 市区町村が単独で評価できない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等が
         直接検診機関（医療機関）の評価を行っており、その結果を市区町村が共有している場合は可とする

× ○ ○ × × ○ ○ × × × × × × × × ○ × × × ○

  (3-a) 委託先検診機関（医療機関）毎に「検診機関用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行っているか × ○ × × × ○ × × × × ○ × × × × ○ × × ○ ○

  (3-b) 委託先検診機関（医療機関）毎にプロセス指標値を把握し、評価を行っているか × ○ × × × ○ ○ × × × × × × × × ○ × ○ × ○

  (3-c) 「検診機関用チェックリスト」とプロセス指標値をふまえて、検診機関（医療機関）毎の課題を抽出しているか × ○ × × × ○ × × × × × × × × × ○ × ○ × ○

  (3-d) 課題のある検診機関（医療機関）について、改善策を検討しているか ○ ○ × × × ○ × × × × × × × ○ × ○ × ○ × ○

(4) 検診終了後に委託先検診機関（医療機関）に精度管理評価と改善策を個別にフィードバックしているか※
     ※ 市区町村が単独でフィードバックできない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等が
         直接検診機関（医療機関）にフィードバックしており、その結果を市区町村が共有している場合は可とする

× ○ × × × ○ ○ × × × × × × × × ○ × × × ○

  (4-a) 「検診機関用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしているか × ○ × × × ○ × × × × × × × × × ○ × × × ○

  (4-b) プロセス指標値の評価を個別にフィードバックしているか × ○ × × × ○ ○ × × × × × × × × ○ × × × ○

  (4-c) 課題のある検診機関（医療機関）に改善策を個別にフィードバックし、改善を依頼しているか × ○ × × × ○ × × × × × × × × × ○ × × × ○

総合判定 F B E E D B D D C E E F E C E B D D E C

注1 過去の検診受診歴別とは、初回受診者（初回の定義は過去3年間に受診歴がない者）及び非初回受診者の別を指す。

注2 要精検の定義
      マンモグラフィ検査の結果がカテゴリ3以上、及び判定不能とされた者（ただし判定不能のうち、視触診等
      マンモグラフィ以外の検査により精密検査不要と判断された者は除く）。問診結果のみでは要精検としない。

A B C D E F 計

注3 精検受診、未受診、未把握の定義
①精検受診 ：精密検査機関より精密検査結果の報告があったもの。もしくは受診者が詳細
　　（精検日・受診機関・精検法・精検結果の4つ全て）申告したもの※。
②精検未受診：要精検者が精密検査機関に行かなかったことが判明しているもの（受診者本人の申告及び
　 精密検査機関で受診の事実が確認されないもの）、及び精密検査として不適切な検査が行われたもの。
③精検未把握：精密検査受診の有無が分からないもの、及び（精密検査を受診したとしても）精密検査結果が
   正確に報告されないもの。
※ 精密検査が継続中で検査結果が確定していないものについては、「地域保健・健康増進事業報告」の
     「精密検査受診の有無別人数」では「精密検査受診者」とし、精密検査結果の区分としては「乳がんの疑いの
    ある者又は未確定」に計上する。

計 0 10 9 15 9 2 45

注4 早期の乳がんとは、腫瘤の大きさが触診上2センチ以下で転移を思わせるリンパ節を触れず遠隔転移を認めない
      もの、または非浸潤がんであったものを指す。

注5 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書、別添8の改定版。最新版は下記を参照。
     国立がん研究センターがん情報サービス、医療関係者向けサイト、がん対策情報（がん検診）、
      「事業評価のためのチェックリスト」および「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」、
     ３．「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」の内容
      https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/screening/check_list.html

カテゴリー Ａ：０ チェックリストをすべて満たしている Ｂ：１－７ チェックリストを一部満たしていない

Ｃ：８－１３ チェックリストを相当程度満たしていない Ｄ：１４－１９ チェックリストを大きく逸脱している

Ｅ：２０－２５ チェックリストを更に大きく逸脱している Ｆ：２６－ チェックリストを極めて大きく逸脱している
Ｇ：無回答 調査に対して回答がない



乳がん検診のためのチェックリスト（市区町村用） - 集団検診

設問

1. 検診対象者の情報管理

(1) 対象者全員の氏名を記載した名簿※を、住民台帳などに基づいて作成しているか
     ※ 過去の受診者や希望者のみを名簿化するのは不適切である

(2) 対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか
　※ 自治体の広報紙などの配布は不適切である。受診票の送付でも個人名を列記しない世帯分の一括送付は不適切である

(3) 対象者数（推計でも可）を把握しているか

2. 受診者の情報管理

(1) 個人別の受診（記録）台帳またはデータベースを作成しているか

(2) 過去5年間の受診歴を記録しているか

3. 対象者への説明、及び要精検者への説明

(1) 受診勧奨時に、「検診機関用チェックリスト 1.対象者への説明」が全項目記載された資料を、
　　全員に個別配布しているか※
　   ※ 市区町村が配布していない場合：市区町村があらかじめ確認した資料（全項目が記載されている資料）を委託先の全ての検診機関が
　　　　 配布している場合も可とする

(2) 要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名（医療機関名）の一覧を提示しているか※
     ※ ここで提示する精密検査機関には、可及的に精密検査結果の報告を義務付けること
     ※ 市区町村が提示していない場合：市区町村があらかじめ確認した資料を、委託先の全ての検診機関が提示している場合も可とする

4. 受診者数・受診率の集計

(1) 受診者数・受診率を集計しているか

(1-a) 受診者数・受診率を年齢5歳階級別に集計しているか

(1-b) 受診者数を検診機関別に集計しているか

(1-c) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか注1

5. 要精検率の集計

(1) 要精検率を集計しているか注2

(1-a) 要精検率を年齢5歳階級別に集計しているか注2

(1-b) 要精検率を検診機関別に集計しているか注2

(1-c) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか注1,2

6. 精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨

(1) 精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期※を把握しているか
　　※ 「精密検査結果及び最終病理結果・病期」は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す

(2) 精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期が不明の者については、本人※もしくは精密検査機関への照会等により、
     結果を確認しているか
　　※ 本人に確認する場合は、精密検査受診日・受診機関・精密検査方法・精密検査結果の4つ全てが本人から申告される必要がある

(3) 個人毎の精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期を、市区町村、検診機関（医療機関）、精密検査機関が共有しているか

(4) 過去5年間の精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期を記録しているか

(5) 精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義注3に従って区別し、精密検査未受診者を特定しているか

(6) 精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか

7. 精検受診率、がん発見率、早期がん割合、陽性反応適中度の集計

(1) 精検受診率を集計しているか

  (1-a) 精検受診率を年齢5歳階級別に集計しているか

  (1-b) 精検受診率を検診機関別に集計しているか

  (1-c) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか注1

  (1-d) 精検未受診率と未把握率を定義注3に従って区別して集計しているか

(2) 乳がん発見率を集計しているか

  (2-a) 乳がん発見率を年齢5歳階級別に集計しているか

  (2-b) 乳がん発見率を検診機関別に集計しているか

  (2-c) 乳がん発見率を過去の検診受診歴別に集計しているか注1

(3) 早期の乳がん割合（乳がん発見数に対する早期がん数）を集計しているか注4

  (3-a) 早期の乳がん割合を年齢5歳階級別に集計しているか注4

  (3-b) 早期の乳がん割合を検診機関別に集計しているか注4

   (3-c) 早期の乳がん割合を過去の検診受診歴別に集計しているか注1,4

   (3-d) 早期乳がんのうち、非浸潤がん数を区別して集計しているか注4

(4) 陽性反応適中度を集計しているか

  (4-a) 陽性反応適中度を年齢5歳階級別に集計しているか

  (4-b) 陽性反応適中度を検診機関別に集計しているか

  (4-c) 陽性反応適中度を過去の検診受診歴別に集計しているか注1

8. 地域保健・健康増進事業報告

(1)  がん検診結果や精密検査結果の最終報告（地域保健・健康増進事業報告）を行っているか

(2) がん検診の結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先（検診機関（医療機関）、医師会など）に
    報告を求めているか

  (2-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※
　　　　  ※ 今年度は網羅できている場合：網羅できていない場合には改善を求めるような体制を有しているか

(3) 精密検査結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先（検診機関
   （医療機関）、精密検査機関、医師会など）に報告を求めているか

  (3-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※
　　　  ※ 今年度は網羅できている場合：網羅できていない場合には改善を求めるような体制を有しているか

9. 検診機関（医療機関）の質の担保

(1) 委託先検診機関（医療機関）を、仕様書の内容に基づいて選定しているか※
     ※ もしくは仕様書の代わりに、自治体（都道府県/市区町村）の実施要綱等の遵守を選定条件としてもよい

  (1-a) 仕様書（もしくは実施要綱）の内容は、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」注5を満たしているか

  (1-b) 検診終了後に、委託先検診機関（医療機関）で仕様書（もしくは実施要綱）の内容が遵守されたことを確認しているか

(2) 検診終了後に市区町村全体の精度管理評価と体制改善を行っているか

  (2-a) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行っているか（自己点検）

  (2-b) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況及びプロセス指標値の評価をふまえて、市区町村全体の課題を抽出しているか

  (2-c) 抽出した課題について改善策を検討しているか。もしくは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等から改善策の
          フィードバックを受けているか

  (2-d) 改善策の実行に努めているか

(3) 検診終了後に委託先検診機関（医療機関）の精度管理評価を行っているか※
     ※ 市区町村が単独で評価できない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等が
         直接検診機関（医療機関）の評価を行っており、その結果を市区町村が共有している場合は可とする

  (3-a) 委託先検診機関（医療機関）毎に「検診機関用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行っているか

  (3-b) 委託先検診機関（医療機関）毎にプロセス指標値を把握し、評価を行っているか

  (3-c) 「検診機関用チェックリスト」とプロセス指標値をふまえて、検診機関（医療機関）毎の課題を抽出しているか

  (3-d) 課題のある検診機関（医療機関）について、改善策を検討しているか

(4) 検診終了後に委託先検診機関（医療機関）に精度管理評価と改善策を個別にフィードバックしているか※
     ※ 市区町村が単独でフィードバックできない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等が
         直接検診機関（医療機関）にフィードバックしており、その結果を市区町村が共有している場合は可とする

  (4-a) 「検診機関用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしているか

  (4-b) プロセス指標値の評価を個別にフィードバックしているか

  (4-c) 課題のある検診機関（医療機関）に改善策を個別にフィードバックし、改善を依頼しているか

総合判定

注1 過去の検診受診歴別とは、初回受診者（初回の定義は過去3年間に受診歴がない者）及び非初回受診者の別を指す。

注2 要精検の定義
      マンモグラフィ検査の結果がカテゴリ3以上、及び判定不能とされた者（ただし判定不能のうち、視触診等
      マンモグラフィ以外の検査により精密検査不要と判断された者は除く）。問診結果のみでは要精検としない。

注3 精検受診、未受診、未把握の定義
①精検受診 ：精密検査機関より精密検査結果の報告があったもの。もしくは受診者が詳細
　　（精検日・受診機関・精検法・精検結果の4つ全て）申告したもの※。
②精検未受診：要精検者が精密検査機関に行かなかったことが判明しているもの（受診者本人の申告及び
　 精密検査機関で受診の事実が確認されないもの）、及び精密検査として不適切な検査が行われたもの。
③精検未把握：精密検査受診の有無が分からないもの、及び（精密検査を受診したとしても）精密検査結果が
   正確に報告されないもの。
※ 精密検査が継続中で検査結果が確定していないものについては、「地域保健・健康増進事業報告」の
     「精密検査受診の有無別人数」では「精密検査受診者」とし、精密検査結果の区分としては「乳がんの疑いの
    ある者又は未確定」に計上する。
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集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 集団 ○ 回答 遵守率

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 38 45 84.4

○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ 14 45 31.1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ 33 45 73.3

× ○ × × ○ × × × × ○ ○ × ○ × × × × ○ × × × × ○ ○ ○ 16 45 35.6

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 44 45 97.8

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 45 75.6

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 43 45 95.6

○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 28 45 62.2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 44 45 97.8

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 37 45 82.2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 42 45 93.3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 43 45 95.6

○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 29 45 64.4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 41 45 91.1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 43 45 95.6

○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 29 45 64.4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 43 45 95.6

○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 29 45 64.4

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 37 45 82.2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40 45 88.9

○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ 25 45 55.6

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 44 45 97.8

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 45 45 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 42 45 93.3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 42 45 93.3

× × ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ 24 45 53.3

○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × × × ○ ○ × ○ × × × ○ ○ 23 45 51.1

× ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ × ○ × × ○ × × ○ × × ○ ○ 23 45 51.1

○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ × ○ × × ○ × ○ ○ × × ○ ○ 28 45 62.2

× ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ × ○ × × ○ × ○ ○ × × ○ ○ 26 45 57.8

× ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × × ○ 26 45 57.8

× ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ 28 45 62.2

× × × × ○ × × ○ × ○ ○ ○ × × × ○ × ○ × ○ × × × × ○ 15 45 33.3

× × × × ○ ○ × ○ × ○ ○ × × × × × × ○ × ○ × × × ○ ○ 15 45 33.3

× × × × ○ ○ × ○ × ○ ○ × × × × × × ○ × × × × × ○ ○ 14 45 31.1

× × × × ○ × × ○ × ○ ○ × × × × × × ○ × × × × × ○ ○ 12 45 26.7

× × × × ○ × × ○ × ○ × × × × × ○ × ○ × × × ○ × ○ ○ 15 45 33.3

× × × × ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × ○ × ○ × × × × × ○ × 13 45 28.9

× × × × ○ × × ○ × ○ × × × × × × × ○ × × × × × ○ × 9 45 20.0

× × × × ○ ○ ○ ○ × ○ × × × × × × × ○ × × × × × × × 11 45 24.4

× × × × ○ × ○ ○ × ○ × × × × × ○ × ○ × × × ○ × ○ × 12 45 26.7

D D C D C B C B D B B E D D C C D B E C D D D B B

集団検診

注4 早期の乳がんとは、腫瘤の大きさが触診上2センチ以下で転移を思わせるリンパ節を触れず遠隔転移を認めない
      もの、または非浸潤がんであったものを指す。

注5 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書、別添8の改定版。最新版は下記を参照。
     国立がん研究センターがん情報サービス、医療関係者向けサイト、がん対策情報（がん検診）、
      「事業評価のためのチェックリスト」および「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」、
     ３．「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」の内容
      https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/screening/check_list.html



乳がん検診のためのチェックリスト（市区町村用） - 個別検診

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

名古屋市 豊橋市 岡崎市 一宮市 瀬戸市 半田市 春日井市 豊川市 津島市 碧南市 刈谷市 豊田市 安城市 西尾市 蒲郡市 犬山市 常滑市 江南市 小牧市 稲沢市 新城市 東海市 大府市 知多市 知立市 尾張旭市 高浜市 岩倉市 豊明市

設問 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別

1. 検診対象者の情報管理

(1) 対象者全員の氏名を記載した名簿※を、住民台帳などに基づいて作成しているか
     ※ 過去の受診者や希望者のみを名簿化するのは不適切である

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○

(2) 対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか
　※ 自治体の広報紙などの配布は不適切である。受診票の送付でも個人名を列記しない世帯分の一括送付は不適切である

× × × ○ × ○ × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × ○ × × ×

(3) 対象者数（推計でも可）を把握しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2. 受診者の情報管理

(1) 個人別の受診（記録）台帳またはデータベースを作成しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(2) 過去5年間の受診歴を記録しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

3. 対象者への説明、及び要精検者への説明

(1) 受診勧奨時に、「検診機関用チェックリスト 1.対象者への説明」が全項目記載された資料を、全員に個別配布しているか※
　   ※ 市区町村が配布していない場合：市区町村があらかじめ確認した資料（全項目が記載されている資料）
         を委託先の全ての検診機関が配布している場合も可とする

× ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × × × ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × ×

(2) 要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名（医療機関名）の一覧を提示しているか※
     ※ ここで提示する精密検査機関には、可及的に精密検査結果の報告を義務付けること
     ※ 市区町村が提示していない場合：市区町村があらかじめ確認した資料を、委託先の全ての検診機関が提示している場合も可とする

× × × ○ × ○ ○ × × × × ○ × × ○ × × × × × ○ ○ ○ × ○ × × ×

4. 受診者数・受診率の集計

(1) 受診者数・受診率を集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1-a) 受診者数・受診率を年齢5歳階級別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1-b) 受診者数を検診機関別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1-c) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか注1 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

5. 要精検率の集計

(1) 要精検率を集計しているか注2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1-a) 要精検率を年齢5歳階級別に集計しているか注2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(1-b) 要精検率を検診機関別に集計しているか注2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○

(1-c) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか注1,2 × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × ×

6. 精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨

(1) 精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期※を把握しているか
　　※ 「精密検査結果及び最終病理結果・病期」は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(2) 精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期が不明の者については、本人※もしくは精密検査機関への照会等により、
　　結果を確認しているか
　　※ 本人に確認する場合は、精密検査受診日・受診機関・精密検査方法・精密検査結果の4つ全てが本人から申告される必要がある

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(3) 個人毎の精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期を、市区町村、検診機関（医療機関）、精密検査機関が共有しているか × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × ○ ○ × × ○ × × ○

(4) 過去5年間の精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期を記録しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(5) 精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義注3に従って区別し、精密検査未受診者を特定しているか × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

(6) 精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7. 精検受診率、がん発見率、早期がん割合、陽性反応適中度の集計

(1) 精検受診率を集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (1-a) 精検受診率を年齢5歳階級別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (1-b) 精検受診率を検診機関別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (1-c) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか注1 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ×

  (1-d) 精検未受診率と未把握率を定義注3に従って区別して集計しているか × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

(2) 乳がん発見率を集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (2-a) 乳がん発見率を年齢5歳階級別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (2-b) 乳がん発見率を検診機関別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (2-c) 乳がん発見率を過去の検診受診歴別に集計しているか注1 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ×

(3) 早期の乳がん割合（乳がん発見数に対する早期がん数）を集計しているか注4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (3-a) 早期の乳がん割合を年齢5歳階級別に集計しているか注4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (3-b) 早期の乳がん割合を検診機関別に集計しているか注4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

   (3-c) 早期の乳がん割合を過去の検診受診歴別に集計しているか注1,4 × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ×

   (3-d) 早期乳がんのうち、非浸潤がん数を区別して集計しているか注4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(4) 陽性反応適中度を集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (4-a) 陽性反応適中度を年齢5歳階級別に集計しているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (4-b) 陽性反応適中度を検診機関別に集計しているか ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○

  (4-c) 陽性反応適中度を過去の検診受診歴別に集計しているか注1 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × × × × × ○ × × ○ × × × ○ × ×

8. 地域保健・健康増進事業報告

(1)  がん検診結果や精密検査結果の最終報告（地域保健・健康増進事業報告）を行っているか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(2) がん検診の結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先（検診機関   （医療機関）、医師会など）
　　に報告を求めているか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (2-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※
　　　　  ※ 今年度は網羅できている場合：網羅できていない場合には改善を求めるような体制を有しているか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

(3) 精密検査結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先（検診機関
   （医療機関）、精密検査機関、医師会など）に報告を求めているか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (3-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※
　　　  ※ 今年度は網羅できている場合：網羅できていない場合には改善を求めるような体制を有しているか

× ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

9. 検診機関（医療機関）の質の担保

(1) 委託先検診機関（医療機関）を、仕様書の内容に基づいて選定しているか※
     ※ もしくは仕様書の代わりに、自治体（都道府県/市区町村）の実施要綱等の遵守を選定条件としてもよい

○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (1-a) 仕様書（もしくは実施要綱）の内容は、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」注5を満たしているか × × × × ○ × × ○ ○ × ○ × × ○ × × × × × × × ○ × × ○ × × ○

  (1-b) 検診終了後に、委託先検診機関（医療機関）で仕様書（もしくは実施要綱）の内容が遵守されたことを確認しているか × × × × × × ○ × × × × ○ ○ × × × × ○ × × × ○ × × ○ ○ × ○

(2) 検診終了後に市区町村全体の精度管理評価と体制改善を行っているか ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○

  (2-a) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行っているか（自己点検） ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  (2-b) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況及びプロセス指標値の評価をふまえて、市区町村全体の課題を抽出しているか ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○

  (2-c) 抽出した課題について改善策を検討しているか。もしくは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等から改善策の
　　　　 フィードバックを受けているか

○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × × × × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○

  (2-d) 改善策の実行に努めているか ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × × × × ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○

(3) 検診終了後に委託先検診機関（医療機関）の精度管理評価を行っているか※
     ※ 市区町村が単独で評価できない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等が直接検診機関（医療機関）の
          評価を行っており、その結果を市区町村が共有している場合は可とする

○ ○ × ○ × × ○ × ○ × ○ × × × × × × × × × × ○ × × × ○ × ○

  (3-a) 委託先検診機関（医療機関）毎に「検診機関用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行っているか ○ × × ○ × × ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ ○ ○

  (3-b) 委託先検診機関（医療機関）毎にプロセス指標値を把握し、評価を行っているか ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ × ○ × × × × × × × × × × ○ × × ○ × × ○

  (3-c) 「検診機関用チェックリスト」とプロセス指標値をふまえて、検診機関（医療機関）毎の課題を抽出しているか ○ × × ○ × × ○ × × × ○ × × × × × × × × × × ○ × × ○ × × ○

  (3-d) 課題のある検診機関（医療機関）について、改善策を検討しているか ○ × × ○ × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × ○ × ○ ○ ○ × ○

(4) 検診終了後に委託先検診機関（医療機関）に精度管理評価と改善策を個別にフィードバックしているか※
     ※ 市区町村が単独でフィードバックできない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等が
         直接検診機関（医療機関）にフィードバックしており、その結果を市区町村が共有している場合は可とする

○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ × × × × × × × × × × × × ○ × × × ○ × ○

  (4-a) 「検診機関用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしているか × × × × × × ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × ○

  (4-b) プロセス指標値の評価を個別にフィードバックしているか ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × ○ × × × × × × × × × × ○ × × ○ × × ○

  (4-c) 課題のある検診機関（医療機関）に改善策を個別にフィードバックし、改善を依頼しているか ○ ○ × ○ × × ○ × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ × ○

総合判定 D C D B E C B C E D C F C E E F F E E E D B D D B C E C

注1 過去の検診受診歴別とは、初回受診者（初回の定義は過去3年間に受診歴がない者）及び非初回受診者の別を指す。

注2 要精検の定義
      マンモグラフィ検査の結果がカテゴリ3以上、及び判定不能とされた者（ただし判定不能のうち、視触診等
      マンモグラフィ以外の検査により精密検査不要と判断された者は除く）。問診結果のみでは要精検としない。

A B C D E F 計

注3 精検受診、未受診、未把握の定義
①精検受診 ：精密検査機関より精密検査結果の報告があったもの。もしくは受診者が詳細
　　（精検日・受診機関・精検法・精検結果の4つ全て）申告したもの※。
②精検未受診：要精検者が精密検査機関に行かなかったことが判明しているもの（受診者本人の申告及び
　 精密検査機関で受診の事実が確認されないもの）、及び精密検査として不適切な検査が行われたもの。
③精検未把握：精密検査受診の有無が分からないもの、及び（精密検査を受診したとしても）精密検査結果が
   正確に報告されないもの。
※ 精密検査が継続中で検査結果が確定していないものについては、「地域保健・健康増進事業報告」の
     「精密検査受診の有無別人数」では「精密検査受診者」とし、精密検査結果の区分としては「乳がんの疑いの
    ある者又は未確定」に計上する。

計 0 7 14 15 12 4 52

注4 早期の乳がんとは、腫瘤の大きさが触診上2センチ以下で転移を思わせるリンパ節を触れず遠隔転移を
      認めないもの、または非浸潤がんであったものを指す。

注5 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書、別添8の改定版。最新版は下記を
参照。
     国立がん研究センターがん情報サービス、医療関係者向けサイト、がん対策情報（がん検診）、
      「事業評価のためのチェックリスト」および「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」、
     ３．「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」の内容
      https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/screening/check_list.html

カテゴリー Ａ：０ チェックリストをすべて満たしている Ｂ：１－７ チェックリストを一部満たしていない

Ｃ：８－１３ チェックリストを相当程度満たしていない Ｄ：１４－１９ チェックリストを大きく逸脱している

Ｅ：２０－２５ チェックリストを更に大きく逸脱している Ｆ：２６－ チェックリストを極めて大きく逸脱している
Ｇ：無回答 調査に対して回答がない



乳がん検診のためのチェックリスト（市区町村用） - 個別検診

設問

1. 検診対象者の情報管理

(1) 対象者全員の氏名を記載した名簿※を、住民台帳などに基づいて作成しているか
     ※ 過去の受診者や希望者のみを名簿化するのは不適切である

(2) 対象者全員に、個別に受診勧奨を行っているか
　※ 自治体の広報紙などの配布は不適切である。受診票の送付でも個人名を列記しない世帯分の一括送付は不適切である

(3) 対象者数（推計でも可）を把握しているか

2. 受診者の情報管理

(1) 個人別の受診（記録）台帳またはデータベースを作成しているか

(2) 過去5年間の受診歴を記録しているか

3. 対象者への説明、及び要精検者への説明

(1) 受診勧奨時に、「検診機関用チェックリスト 1.対象者への説明」が全項目記載された資料を、全員に個別配布しているか※
　   ※ 市区町村が配布していない場合：市区町村があらかじめ確認した資料（全項目が記載されている資料）
         を委託先の全ての検診機関が配布している場合も可とする

(2) 要精検者全員に対し、受診可能な精密検査機関名（医療機関名）の一覧を提示しているか※
     ※ ここで提示する精密検査機関には、可及的に精密検査結果の報告を義務付けること
     ※ 市区町村が提示していない場合：市区町村があらかじめ確認した資料を、委託先の全ての検診機関が提示している場合も可とする

4. 受診者数・受診率の集計

(1) 受診者数・受診率を集計しているか

(1-a) 受診者数・受診率を年齢5歳階級別に集計しているか

(1-b) 受診者数を検診機関別に集計しているか

(1-c) 受診者数を過去の検診受診歴別に集計しているか注1

5. 要精検率の集計

(1) 要精検率を集計しているか注2

(1-a) 要精検率を年齢5歳階級別に集計しているか注2

(1-b) 要精検率を検診機関別に集計しているか注2

(1-c) 要精検率を過去の検診受診歴別に集計しているか注1,2

6. 精密検査結果の把握、精密検査未受診者の特定と受診勧奨

(1) 精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期※を把握しているか
　　※ 「精密検査結果及び最終病理結果・病期」は地域保健・健康増進事業報告に必要な情報を指す

(2) 精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期が不明の者については、本人※もしくは精密検査機関への照会等により、
　　結果を確認しているか
　　※ 本人に確認する場合は、精密検査受診日・受診機関・精密検査方法・精密検査結果の4つ全てが本人から申告される必要がある

(3) 個人毎の精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期を、市区町村、検診機関（医療機関）、精密検査機関が共有しているか

(4) 過去5年間の精密検査方法、精密検査結果及び最終病理結果・病期を記録しているか

(5) 精密検査未受診と精密検査結果未把握を定義注3に従って区別し、精密検査未受診者を特定しているか

(6) 精密検査未受診者に精密検査の受診勧奨を行っているか

7. 精検受診率、がん発見率、早期がん割合、陽性反応適中度の集計

(1) 精検受診率を集計しているか

  (1-a) 精検受診率を年齢5歳階級別に集計しているか

  (1-b) 精検受診率を検診機関別に集計しているか

  (1-c) 精検受診率を過去の検診受診歴別に集計しているか注1

  (1-d) 精検未受診率と未把握率を定義注3に従って区別して集計しているか

(2) 乳がん発見率を集計しているか

  (2-a) 乳がん発見率を年齢5歳階級別に集計しているか

  (2-b) 乳がん発見率を検診機関別に集計しているか

  (2-c) 乳がん発見率を過去の検診受診歴別に集計しているか注1

(3) 早期の乳がん割合（乳がん発見数に対する早期がん数）を集計しているか注4

  (3-a) 早期の乳がん割合を年齢5歳階級別に集計しているか注4

  (3-b) 早期の乳がん割合を検診機関別に集計しているか注4

   (3-c) 早期の乳がん割合を過去の検診受診歴別に集計しているか注1,4

   (3-d) 早期乳がんのうち、非浸潤がん数を区別して集計しているか注4

(4) 陽性反応適中度を集計しているか

  (4-a) 陽性反応適中度を年齢5歳階級別に集計しているか

  (4-b) 陽性反応適中度を検診機関別に集計しているか

  (4-c) 陽性反応適中度を過去の検診受診歴別に集計しているか注1

8. 地域保健・健康増進事業報告

(1)  がん検診結果や精密検査結果の最終報告（地域保健・健康増進事業報告）を行っているか

(2) がん検診の結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先（検診機関   （医療機関）、医師会など）
　　に報告を求めているか

  (2-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※
　　　　  ※ 今年度は網羅できている場合：網羅できていない場合には改善を求めるような体制を有しているか

(3) 精密検査結果について、地域保健・健康増進事業報告の全項目を計上できるよう、委託先（検診機関
   （医療機関）、精密検査機関、医師会など）に報告を求めているか

  (3-a) 委託先からの報告内容が地域保健・健康増進事業報告を網羅できていない場合、改善を求めているか※
　　　  ※ 今年度は網羅できている場合：網羅できていない場合には改善を求めるような体制を有しているか

9. 検診機関（医療機関）の質の担保

(1) 委託先検診機関（医療機関）を、仕様書の内容に基づいて選定しているか※
     ※ もしくは仕様書の代わりに、自治体（都道府県/市区町村）の実施要綱等の遵守を選定条件としてもよい

  (1-a) 仕様書（もしくは実施要綱）の内容は、「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」注5を満たしているか

  (1-b) 検診終了後に、委託先検診機関（医療機関）で仕様書（もしくは実施要綱）の内容が遵守されたことを確認しているか

(2) 検診終了後に市区町村全体の精度管理評価と体制改善を行っているか

  (2-a) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行っているか（自己点検）

  (2-b) 「市区町村用チェックリスト」の遵守状況及びプロセス指標値の評価をふまえて、市区町村全体の課題を抽出しているか

  (2-c) 抽出した課題について改善策を検討しているか。もしくは、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等から改善策の
　　　　 フィードバックを受けているか

  (2-d) 改善策の実行に努めているか

(3) 検診終了後に委託先検診機関（医療機関）の精度管理評価を行っているか※
     ※ 市区町村が単独で評価できない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等が直接検診機関（医療機関）の
          評価を行っており、その結果を市区町村が共有している場合は可とする

  (3-a) 委託先検診機関（医療機関）毎に「検診機関用チェックリスト」の遵守状況を把握し、評価を行っているか

  (3-b) 委託先検診機関（医療機関）毎にプロセス指標値を把握し、評価を行っているか

  (3-c) 「検診機関用チェックリスト」とプロセス指標値をふまえて、検診機関（医療機関）毎の課題を抽出しているか

  (3-d) 課題のある検診機関（医療機関）について、改善策を検討しているか

(4) 検診終了後に委託先検診機関（医療機関）に精度管理評価と改善策を個別にフィードバックしているか※
     ※ 市区町村が単独でフィードバックできない場合でも、都道府県の生活習慣病検診等管理指導協議会等が
         直接検診機関（医療機関）にフィードバックしており、その結果を市区町村が共有している場合は可とする

  (4-a) 「検診機関用チェックリスト」の評価を個別にフィードバックしているか

  (4-b) プロセス指標値の評価を個別にフィードバックしているか

  (4-c) 課題のある検診機関（医療機関）に改善策を個別にフィードバックし、改善を依頼しているか

総合判定

注1 過去の検診受診歴別とは、初回受診者（初回の定義は過去3年間に受診歴がない者）及び非初回受診者の別を指す。

注2 要精検の定義
      マンモグラフィ検査の結果がカテゴリ3以上、及び判定不能とされた者（ただし判定不能のうち、視触診等
      マンモグラフィ以外の検査により精密検査不要と判断された者は除く）。問診結果のみでは要精検としない。
注3 精検受診、未受診、未把握の定義
①精検受診 ：精密検査機関より精密検査結果の報告があったもの。もしくは受診者が詳細
　　（精検日・受診機関・精検法・精検結果の4つ全て）申告したもの※。
②精検未受診：要精検者が精密検査機関に行かなかったことが判明しているもの（受診者本人の申告及び
　 精密検査機関で受診の事実が確認されないもの）、及び精密検査として不適切な検査が行われたもの。
③精検未把握：精密検査受診の有無が分からないもの、及び（精密検査を受診したとしても）精密検査結果が
   正確に報告されないもの。
※ 精密検査が継続中で検査結果が確定していないものについては、「地域保健・健康増進事業報告」の
     「精密検査受診の有無別人数」では「精密検査受診者」とし、精密検査結果の区分としては「乳がんの疑いの
    ある者又は未確定」に計上する。

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

日進市 田原市 愛西市 清須市 北名古屋市 弥富市 みよし市 あま市 長久手市 東郷町 豊山町 大口町 扶桑町 大治町 蟹江町 飛島村 阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町 幸田町 設楽町 東栄町 豊根村

個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 個別 ○ 回答 遵守率

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 45 52 86.5

○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ 17 52 32.7

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52 52 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52 52 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52 52 100.0

○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ 33 52 63.5

× ○ × × ○ × × × × ○ ○ × × ○ × × ○ × × × × ○ × ○ 17 52 32.7

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52 52 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52 52 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 52 94.2

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 40 52 76.9

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52 52 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52 52 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 47 52 90.4

○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 36 52 69.2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52 52 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ 49 51 96.1

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ 38 52 73.1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 51 52 98.1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 50 52 96.2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 52 94.2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52 52 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52 52 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 48 52 92.3

○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 34 52 65.4

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 49 52 94.2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52 52 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52 52 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 48 52 92.3

○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 37 52 71.2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52 52 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52 52 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 48 52 92.3

○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 35 52 67.3

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 45 52 86.5

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52 52 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52 52 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 44 52 84.6

○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × ○ 29 52 55.8

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 52 52 100.0

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 51 52 98.1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 50 52 96.2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 51 52 98.1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 48 52 92.3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 46 52 88.5

× × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ 23 52 44.2

○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × × × ○ × ○ × × × ○ ○ 21 52 40.4

× ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ○ × ○ × ○ × ○ × × × × × ○ ○ 27 52 51.9

○ ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × × × ○ ○ 32 52 61.5

× ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ○ × ○ × ○ × ○ × ○ × × × ○ ○ 30 52 57.7

× ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ○ 28 52 53.8

× ○ ○ × ○ ○ × ○ × × ○ × ○ × ○ ○ ○ × ○ × ○ × ○ ○ 30 52 57.7

× × × × ○ × × ○ × × ○ ○ × × × ○ ○ × ○ × × × × ○ 17 52 32.7

× × × × ○ ○ × ○ × × ○ × × × × × ○ × ○ × × × ○ ○ 16 52 30.8

× × × × ○ ○ × ○ × × ○ × × × × × ○ × × × × × ○ ○ 17 52 32.7

× × × × ○ × × ○ × × ○ × × × × × ○ × × × × × ○ ○ 13 52 25.0

× × × × ○ × × ○ × × × × × × × ○ ○ × × × ○ × ○ ○ 16 52 30.8

× × × × ○ × ○ ○ × × × × × × × ○ ○ × × × × × × × 14 52 26.9

× × × × ○ × × × × × × × × × × × ○ × × × × × × × 5 52 9.6

× × × × ○ × ○ × × × × × × × × × ○ × × × × × × × 12 52 23.1

× × × × ○ × ○ × × × × × × × × ○ ○ × × × ○ × × × 13 52 25.0

D D C D C C D B D F C E D D C D B E C E D E C B

個別検診

注4 早期の乳がんとは、腫瘤の大きさが触診上2センチ以下で転移を思わせるリンパ節を触れず遠隔転移を
      認めないもの、または非浸潤がんであったものを指す。

注5 「今後の我が国におけるがん検診事業評価の在り方について」報告書、別添8の改定版。最新版は下記を
参照。
     国立がん研究センターがん情報サービス、医療関係者向けサイト、がん対策情報（がん検診）、
      「事業評価のためのチェックリスト」および「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」、
     ３．「仕様書に明記すべき必要最低限の精度管理項目」の内容
      https://ganjoho.jp/med_pro/cancer_control/screening/check_list.html


